
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度 

びわこ学院大学  

外国人留学生選抜 募集要項 

 

 

 

国内用 



Ⅰ．募集学部学科・募集人員 

教育福祉学部子ども学科   （１年次） 定員：若干名 

（３年次） 定員：若干名 

教育福祉学部スポーツ教育学科  （１年次） 定員：若干名  

（３年次） 定員：若干名 
 

Ⅱ．出願資格 

  次の１～３のいずれにも該当する者、もしくは４に該当する者。 

１．外国籍を有し、外国において学校教育における12年の課程を修了した者（2023年3月末日まで

に修了見込みの者を含む）、またはこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者。（３年次編入学

を希望する者は、外国において学校教育における14年の課程を修了した者および2023年3月末

日までに修了見込みの者。） 

２．次のいずれかに相当する日本語能力を有する者。 

① 日本語能力試験Ｎ2レベル(旧2級)程度。 

② 日本留学試験(日本語)200点以上。 

③ J.TEST 600点以上(Ｃ級以上)。 

３．身元保証人のある者。 

４．その他本学が上記と同等以上の資格を有すると認めた者。 

(注意事項) 

① びわこ学院大学における授業は、大部分が日本語で行われますので十分な日本語能力が要求されます。 

② 上記４の該当者については出願資格の認定のため、出願開始日の２週間前までに入学センターまで連

絡し、指示された書類を提出してください。 
 

Ⅲ．出願方法 

１．受付期間 [Ⅰ期]   2022年11月 2 日（水）～ 11月 8 日（火） 

[Ⅱ期]   2023年01月10日（火）～ 01月31日（火） 

○郵送の場合（簡易書留速達にし、封筒の表に「入学志願書類在中」と朱書きのこと）は最終日消印

有効。窓口持込の場合は、期間内必着。（受付時間：平日9:00～16:00） 

２．入学検定料および納入方法 

① 入学検定料 20,000円 

② 納入方法 

○日本国内から納入する場合 

本学所定の払込用紙（青色印刷）により必ずゆうちょ銀行で払い込んでください。 

振替払込請求書兼受領書にゆうちょ銀行の証明（受付局日附印）を受け、「振込金証明書」貼付用

紙に貼付してください。なお、ＡＴＭから払い込みをされた場合は、ご利用明細票を「振込金証明

書」貼付用紙に貼付してください。 

証明書を貼付していないもの、および取扱金融機関収納印のないものは、出願を受理しません。 

○日本国外から納入する場合 

◇送金種別：電信送金（Telegraphic Transfer） ◇支払方法：通知払（Advise and pay） 

◇支払銀行手数料（Paying Bank’s Charges, if any）：支払者負担（Payer's Responsibility） 

◇送金先口座 

銀行名：滋賀銀行八日市支店（Shiga Bank Yokaichi Branch） 

     ＜スウィフトコード（Swift Code）：SIGA JPJT ＞ 

預金種類：普通預金（Ordinary Account [Savings Account]） 

口座番号：616531 

受取人名：学校法人滋賀学園（Shigagakuen Educational Foundation） 

法人住所：〒527-0003 滋賀県東近江市建部北町520-1 

     （520-1 Tatebekita , Higashiomi , Shiga 527-0003 Japan） 

※送金者の名義は出願者本人としてください。 

送金時の手数料は、出願者本人が負担してください。 

取扱金融機関収納印のある振込金証明書、外国送金依頼書等を「振込金証明書」貼付用紙（本学

所定）に貼付して出願書類とともに提出してください。 

※いったん納入された入学検定料は返還いたしませんので、注意してください。 



３．出願書類 ＜特に指定のある場合を除き、出願書類はすべて日本語で記入したものを提出してください＞ 

 出願書類 注意事項 

① 入学願書 本学所定用紙に、出願者本人が自筆で記入してください。 

② 志望理由書 本学所定用紙に、出願者本人が自筆で記入してください。 

③ 写真票・受験票 本学所定用紙に、出願者本人が自筆で記入してください。 

④ ｢振込金証明書｣貼付用紙 本学所定用紙（上記「２．② 納入方法」も参照） 

⑤ 

高等学校および最終出身学校の 

｢卒業(修了)証明書｣または 

｢卒業(修了)見込証明書｣ 

原本に限ります。証明書が原本しかなく返却を希望する場合は、その旨を申し出て

ください。 

 ※大学を卒業している場合や 3 年次編入学を希望する場合は、大学の卒業(修了)

証明書(または在籍証明書)も提出してください。 

 ※日本語教育機関(大学の別科その他の日本語研修課程を含む)などの在籍者は卒

業(見込)証明書または在学証明書を提出してください。 

⑥ 
高等学校および最終出身学校の 

｢成績証明書｣ 

原本に限ります。証明書が原本しかなく返却を希望する場合は、その旨を申し出て

ください。 

 ※高等学校の成績証明書は、在学中の各学年の成績が記入されたものを提出してく

ださい。 

 ※大学を卒業している場合や3年次編入学を希望する場合は、大学の成績証明書

(大学で修得した全科目の成績、単位数が記載されたもの)も提出してください。 

 ※日本語教育機関(大学の別科その他の日本語研修課程を含む)などの在籍者は成

績証明書および出席状況を確認できる証明書を提出してください。 

⑦ 
日本語能力を証明する書類 

日本語能力試験の合格通知書または日本留学試験(日本語)もしくは J.TEST の成績

通知書のコピー 

(または)日本語能力認定書 日本語能力を証明する書類がない場合は提出してください。 

⑧ 

在留カード(または外国人登録

証明書)のコピー 
両面をコピーしてください。 

(または)パスポートのコピー 
顔写真・氏名および在留資格・在留期間が記載されているページをコピーしてくだ

さい。 

⑨ 身元保証書 本学所定用紙 

⑩ 受験票返信用封筒 
本学所定用紙を点線部分で切り取り、郵便番号･住所･氏名を記入し、切手 344円分

とともに、｢長3封筒｣（サイズ：23.5cm×12cm）に貼り付けて提出してください。 

  【その他の注意事項】 

   ○証明書等が日本語以外で作成されている場合は、日本語訳を添付してください。中国の場合は、公証
書も提出してください。 

   ○提出された証明書等は原則として返却しません。原本しかなく、返却を希望する場合はその旨を申し
出てください。 

 

Ⅳ．選考方法 

次の各項を総合して合否を判定します。 

・口頭試問（日本語のレジュメをもとに理解度を確認） 

・個人面接 

   （口頭試問・面接あわせて30分 ） 

 

Ⅴ．試験会場 

びわこ学院大学キャンパス（滋賀県東近江市布施町２９） 

 

Ⅵ．試験日時、集合時間 

試験日時：［Ⅰ期］2022年11月13日(日) 10時00分～ 

試験日時：［Ⅱ期］2023年02月 5 日(日) 10時00分～ 

集合時間：9時40分までに受験生控室へ入室 



Ⅶ．合格発表 

［Ⅰ期］2022年12月 2 日(金) 

［Ⅱ期］2023年02月14日(火) 

合格発表は、「合否結果照会サイト」にて行いますので必ずご確認ください。合否に関する問い合せは、

一切応じません。また、学内掲示による合格発表は行いません。合格者には本人宛に合格通知書および

入学手続書類を合格発表日の午後に郵便で発送しますので、書類の到着は翌日以降となります。なお、

不合格者には通知書等の送付は行いません。 

 

Ⅷ．入学手続 

入学手続期間 

[Ⅰ期]  １次(入 学 金) 2022年12月 2 日(金)～12月15日(木) 

２次(授業料等) 2022年12月 2 日(金)～12月26日(月) 

[Ⅱ期]  １次(入 学 金) 2023年02月14日(火)～02月24日(金) 

２次(授業料等) 2023年02月14日(火)～03月 7 日(火) 

  

所定の期限までに手続を完了してください。詳細は、合格通知書に同封される入学手続書類に従ってく

ださい。期限までに入学手続を完了しない場合には、入学を許可しません。 

 

■入学手続時必要経費[2023年度（予定）] 

 入学金は通常の金額から減免しています。 

授業料・施設設備費は通常の金額から半額免除しています。 

入学金 
授業料 
(１年分) 

施設設備費 
(１年分) 

合計 

150,000円 415,000円 270,000円 835,000円 

[２年次以降の学費（予定）] 

 ２年次以降 
春学期 秋学期 

授業料  207,500円  207,500円 

施設設備費  135,000円  135,000円 

計  342,500円  342,500円 

（履修登録費） 取得をめざす資格によって、別途免許・資格課程履修登録(実習)費が必要となります。 

【注意事項】いったん納入された入学金はいかなる事情があっても返還いたしません。 

 

Ⅸ．その他の注意事項 

１．学年は4月に始まり、翌年3月に終わります。 

２．原則として、入学後は「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定める在留資格（留学）の取得

が必要です。 

３．在留資格認定証明書についての許可は法務局が行うものであり、不許可となった場合については

大学が責任を負うことはできません。 

４.その他、出願に関して不明な点があれば、入学センターに問い合わせてください。 


